
売店の設置に係る行政財産の貸付けに関する契約書(案) 

  

賃貸人 八王子市 を甲とし、賃借人       を乙とし、「八王子市役所本庁舎売

店運営事業者募集要項」（以下「募集要項」という。）に基づき、甲、乙間において、借地借

家法（平成３年法律第９０号）第３８条の規定に従い、次の条項により定期建物賃貸借契約

を締結する。 

 

 

（貸付物件） 

第１条 貸付物件は次のとおりとする。 

 施設名 八王子市役所 

 所在地 八王子市元本郷町三丁目 24 番１号 

 貸付場所 八王子市役所本庁舎 B 階売店及び階段下倉庫（別紙「配置図」参照） 

 面積 135.31 ㎡（売店 124.96 ㎡、階段下倉庫 10.35 ㎡） 

 

（貸付期間）  

第２条 貸付期間は、令和６年（2024 年）●月●日から令和 11 年（2029 年）●月●日ま

でとする。 

２ 前項の貸付期間満了時において、契約の更新は行わず、貸付期間の延長も行わないも

のとする。ただし、甲及び乙は、協議の上、一度に限り、本契約の期間の満了日の翌日

を始期とする新たな賃貸借契約（以下「再契約」という。）をすることができる。この

場合、本契約終了時に第２３条第１項の規定は適用しない。なお、本契約の期間終了日

の１か月前までに甲乙間に再契約が成立しない場合は、本契約の期間終了日までに乙

は貸付物件を原状回復の上、明け渡さなければならない。 

３ 甲は、貸付期間終了の１年前から６か月前までの間に、貸付期間の満了により本契約

が終了する旨を、書面により乙に通知するものとする。なお、甲は、再契約の意向があ

るときは、通知の書面に、その旨を付記するものとする。 

 

（貸付物件の用途等） 

 第３条 乙は、貸付物件を売店施設として、貸付期間中継続して営業・運営する事業（以

下「売店事業」という。）を行うものとする。  

２ 乙は、貸付物件を「売店事業」の用途（以下「指定用途」という。）に使用しなけれ

ばならない。  

３ 乙は、指定用途に供するに当たっては、募集要項の内容を遵守しなければならない。 

４ 乙は、貸付物件を指定用途に使用するための設計、整備、運営、維持管理及び修繕に



係る費用を負担しなければならない。  

５ 乙は、別紙の「特記仕様書」に従い、貸付物件を指定用途に使用しなければならない。 

 

（貸付料） 

第４条 乙の支払うべき貸付料は、年度額    円（消費税を含む。）とする。ただし、

日割り計算を要するときは、閏年を含む期間についても、年３６５日当たりの割合とし、

令和６年度（2024 年度）は    円、令和 11 年度（2029 年度）は    円とする。 

２ 乙は、契約開始年度の貸付料を契約締結後３０日以内の甲の指定する日までに甲の発

行する納入通知書で支払うものとする。また、契約開始年度以降の貸付料は、毎年度４月

３０日までに甲の発行する納入通知書で支払うものとする。 

３ 既納の貸付料は還付をしない。ただし、特別の必要があると甲が認めるときは、甲は、

その全部又は一部を返還することが出来る。 

 

（光熱水費） 

第５条 乙は、売店事業に係る光熱水費について、甲が算定した実費相当額を、甲が発行す

る納入通知書により、甲が指定する期限までに納入しなければならない。なお、使用量を

計測するための副メーターの設置については乙の負担とし、光熱水費の実費相当額の具

体的な算定方法については別紙「特記仕様書」のとおりとする。 

 

（遅延利息） 

第６条 乙は、第４条第１項に定める貸付料及び第５条に定める光熱水費を甲が指定する

期限までに納付しないときは、当該納付期限の翌日から納付日までの日数に応じ、契約締

結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８

条第１項の規定により財務大臣が決定する率（年当たりの率は、閏年の日を含む期間につ

いても、３６５日当たりの率とする。）を乗じて計算した額の遅延利息を、甲の発行する

納入通知書により納付しなければならない。 

 

（充当の順序） 

第７条 乙が前条に定める遅延利息を支払うべき場合において、現実に納付のあった金額

が貸付料、光熱水費及び延滞金の合計額に満たないときは、延滞金、光熱水費、貸付料の

順序で充当する。 

 

（貸付物件の引渡し） 

第８条 甲は、貸付期間の初日に、貸付物件を現況有姿の状態で乙に引き渡す。 

 

（契約不適合責任） 



第９条 乙は、この契約の締結後、貸付物件に数量の不足その他隠れた瑕疵のあることを発

見しても、貸付料の減免、損害賠償及び修繕費等の請求をすることができないものとする。 

 

（禁止事項） 

第１０条 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

 （１） 貸付物件を指定用途以外の用途に供すること。 

（２） 貸付物件に建物を建築すること。  

（３） 貸付物件を第三者に転貸すること。  

（４） 本件賃借権を第三者に譲渡し、又はこれに他の権利を設定すること。  

（５） 業務の一部又は全部を第三者に委託すること。ただし、乙があらかじめ甲に対し書

面により届出を行い、甲が承認した場合はこの限りではない。また、本件の借受人

がフランチャイザー（本部企業）のときは、自らの責任においてフランチャイジー

（加盟店）に営業権を与えて店舗を営業することはできることとする。  

（６） アルコール類、公序良俗に反する出版物、フライヤーを使用する商品及び臭気が出

る商品の販売をすること。 

（７）その他甲が不適切と認めた品目の販売をすること。 

 

（賃借人の義務）  

第１１条 乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。  

２ 貸付物件を使用して乙が行う事業に伴う一切の責めは、乙が負う。 

３ 乙は、貸付物件を騒音・振動・悪臭等、周辺の環境に悪影響を及ぼす恐れのある用途に 

供してはならない。 

４ 甲が貸付物件について、安全確保や節電等庁舎の管理及び運営上必要な事項を乙に通

知した場合、乙は、その事項を遵守しなければならない。 

５ 乙は、貸付物件の使用に当たっては、八王子市役所の敷地内において、チラシの配布、

のぼり旗の設置等をしてはならない。また、建物の高い公共性を踏まえ、店舗内の広告等

についても十分に配慮しなければならない。 

６ 乙は、店舗の設置及び運営に当たっては、関係法規及び特記仕様書に定める事項を遵守

しなければならない。 

７ 乙が店舗の運営をフランチャイズ契約により行う場合、乙は、店舗運営事業者に対し、 

本条に定める事項について遵守させなければならない。 

 

（滅失又は毀損の通知）  

第１２条 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失し、又は毀損した場合には、直ちに甲にそ

の状況を通知しなければならない。 

 



（有益費等の請求権の放棄） 

第１３条 乙は、貸付物件に対して支出した必要費、有益費その他一切の費用について、こ

れを甲に請求しないものとする。 

 

（実地調査等）  

第１４条 甲は、債権の保全上必要があると認められるとき、又は指定用途に関する履行状

況を確認する必要があると認めるときは、借受人に対し、その事業若しくは資産、経営状

況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは

資料の提出を求めることができる。  

２ 乙は、甲から前項の規定に基づく請求があったときは、正当な理由なくその請求を拒み、

妨げ又は忌避してはならない。この場合において、乙は、直ちに甲に対して同項に規定す

る報告、資料の提出等をしなければならない。 

 

（資料の提出等）  

第１５条 乙は、甲に対し、売店の売上、経費及び収益等の収支報告書を毎月１回、提出し

なければならない。  

２ 乙は、八王子市情報公開条例に基づく開示請求、市議会、監査、オンブズマン等から情

報提供の要請を受けた場合、迅速・誠実に対応するものとし甲に協力するものとする。 

 

（内装工事等） 

第１６条 乙は、貸付物件内の壁・天井・床・設備・機器・造作・間仕切・建具部分等の内

装工事、修繕、及び模様替え（以下「内装工事」という。）を行う時は、あらかじめ甲の

承認を受け、その指示に従わなければならない。甲の承認を得るに当たっては、乙はあら

かじめ関係図書等を甲に提出し、施工方法、その他について、甲の指示に従うものとする。 

２ 乙は、内装工事等の内容については、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）または建築

基準法（昭和 25 年法律第 201 号）等の関係法令に従うとともに、甲の指示に従い、作

業工程を含め、全体の調和、品位及び美観等を十分考慮して行うものとする。 

３ 乙が内装工事等を甲に無断で行ったとき、又は甲の承認内容に相違する工事を行った 

ときは、甲はこれを中止または撤去することができるものとする。甲が撤去した場合にお

いて、撤去にかかる費用については、乙は甲からの請求に基づき遅滞なくこれを支払わな

ければならない。 

４ 乙が内装工事等を行う場合は、完全に養生を行い、第三者に迷惑のかからないよう、 騒

音、振動、臭気等対策及び保安警備等必要な措置を行うものとする。また、乙が行う内装

工事等に関するクレームは、全て乙の責任と負担において処理解決するものとする。 

５ 乙が内装工事等により新設・付加した設備、造作等の維持管理及び修繕等に係る費用 

は、乙の負担とする。 



６ 甲の行う各種工事で、乙に影響があるものの施工に当たっては、甲は方法、工事期間等

について、あらかじめ乙と協議するものとし、乙はこれに協力するものとする。 

 

（修繕負担区分） 

第１７条 貸付物件の躯体及び甲が整備した設備の維持保全に関する修繕の費用は甲が負

担する。 

２ 貸付物件内の躯体を除く内装工事等及び物品等に関する修繕（張替・塗装替を含む。）、 

日常の使用により発生する小修繕、ガラスの破損、管球等消耗品の交換費用等、その他乙

の責めに帰すべき事由により生じた修繕（以下「修繕等」という。）の費用は、乙の負担

とする。 

３ 前項に定める修繕等について、その原因が甲又は第三者の責めに帰すべき事由がある 

ときは、当該原因者がその全額を負担するものとする。 

４ 乙は、修繕等の実施に当たっては、自己負担の修繕といえども、あらかじめ甲に申請し、

承認を受けなければならない。ただし、施設の安全性保持のために緊急を要する場合は、

事後に甲の承認を得ることをもってこれに代えることができる。 

 

（違約金） 

第１８条 乙は、第１０条（第７号の場合を除く。）に掲げる行為をした場合、甲に対し、

第４条第１項に定める貸付料年度額の３倍に相当する額の違約金を支払わなければなら

ない。 

２ 乙は、正当な理由なく第１４条第２項に定める実地調査等に協力しなかったときは、甲

に対し、第４条第１項に定める貸付料年度額に相当する額の違約金を支払わなければな

らない。 

３ 前２項の違約金は、第２４条に定める損害賠償額予定またはその一部と解釈しない。 

 

（解約の申出）  

第１９条 乙は、第２条第１項に定める貸付期間の満了前にこの契約を解約しようとする

ときは、契約終了を希望する日から６か月以上前までに、甲に対し、書面により申し出な

ければならない。 

２ 前項の申出がある場合、甲と乙とが協議の上、対応を決定する。 

 

(一部位解約の禁止) 

第２０条 乙は、貸付物件の一部についてのみ解約することはできない。 

 

（契約の解除） 

第２１条 甲は、乙が次の各号の一に該当した場合は、催告をしないで、この契約を解除す



ることができる。 

（１）第４条第１項に定める貸付料及び第５条に定める光熱水費の支払いを、支払期限後引

き続き３ヶ月以上怠ったとき。 

（２）第１０条の規定（第７号を除く。）に違反したとき。  

（３）第１４条第 2 項の規定に違反したとき。 

（４）第２４条第２項又は第３項の規定に違反したとき。  

２ 甲は、前項に規定する場合を除くほか、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、 

催告の上、この契約を解除することができる。 

 

（契約の当然終了） 

第２２条 天災地変その他甲乙双方の責めに帰すことができない理由により、本建物の全

部又は一部が滅失または、毀損し、貸付物件の使用が不可能になったときは、本契約は当

然終了するものとする。 

 

（原状回復） 

第２３条 乙は、第２条第１項に定める貸付期間が満了した場合においては賃付期間の満

了日までに、貸付物件を自己の責任と負担で、原状に回復して甲に返還しなければならな

い。 

２ 乙は、第２１条の規定により契約を解除された場合においては甲の指定する期日まで

に、貸付物件を自己の責任と負担で、原状に回復して甲に返還しなければならない。 

３ 前２項の規定に関わらず、甲が貸付物件を原状に回復させることが適当でないと認め

たときは、乙は当該貸付物件を現状のまま返還することができる。 

４ 第２条第２項ただし書きによる再契約をした場合は、本契約における原状回復の債務

を再契約に引き継ぐものとする。 

 

（損害賠償等） 

第２４条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損

害の賠償を請求することができる。 

２ 乙は、その責めに帰する理由により貸付物件の全部または一部を滅失し、又はき損した

ときは、甲に対しその損害を賠償しなければならない。 

３ 乙は、貸付物件の使用に当たり、甲又は第三者に損害を与えたときは、すべて自己の責

任でその損害を賠償しなければならない。 

 

（免責事項）  

第２５条 天災地変、諸設備の故障、偶発事故、盗難その他甲の責めに帰すことのできない

事由により、乙が被った損害については、甲はその賠償の責めを負わないものとする。 



２ 第三者の作為又は不作為により、乙が被った損害については、事態のいかんにかかわ 

らず、甲はその責めを負わないものとする。 

３ 甲は本庁舎の点検、修理、改造又は保守作業（停電、断水を含む）等を行う必要がある

と判断したときは、乙に対し、その工事期間中、貸付物件又は共用部分の使用中止を含む

必要な協力を要請することができるものとし、乙は甲に協力するものとする。これに伴う

諸サービスの不足又は共用部分もしくは貸付物件の一部の使用停止、使用上の制約もし

くは使用の中止に関しては、甲はその責めを負わないものとし、乙は甲に対し、休業期間

中の営業補償、休業補償等一切請求しないものとする。 

 

（立入り） 

第２６条 甲は、貸付物件の保全・衛生・防災防犯・救護その他の管理上必要がある場合は、

あらかじめ乙の承諾を得て、貸付物件内に立ち入ることができる。この場合において、乙

は、正当な理由がある場合を除き、甲の立入りを拒否することはできない。  

２ 甲は、災害その他の緊急の必要がある場合は、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、貸

付物件内に立ち入ることができる。甲は、乙の不在時に立ち入った場合は、立入り後その

旨を甲に通知しなければならない。 

３ 貸付期間の終了後に貸付物件を賃借しようとする者がある場合は、甲及びこれらの者

は、あらかじめ乙の承諾を得て、貸付物件に立ち入ることができる。 

 

（許認可等の取得） 

第２７条 乙が貸付物件において行う営業に伴い、許認可、免許等を必要とする場合は、乙

の責任において取得し、甲へその写しを提出するものとする。 

 

（通知義務） 

第２８条 乙は、その商号、氏名、住所、代表者、営業目的、資本金その他商業登記事項若

しくは身分上の事項に重要な変更が生じたとき又は届出印章、貸付物件の使用責任者若

しくは契約上重要な事項に変更があったときは、遅滞なく書面により甲に通知する。 

 

（売店利用者への対応等） 

第２９条 乙は、売店事業により発生するトラブル、苦情等について、一切の責任を持って

解決する。 

２ 甲は、甲の責めによることが明らかな場合を除き、当該売店に係る盗難事故や破損事故

等に関しては、一切の責任を負わないこととする。 

 

（契約の費用）  

第３０条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 



 

（信義誠実の義務）  

第３１条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

 

（管轄裁判所） 

第３２条 本契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の所在地を管轄

する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。 

 

（疑義の決定等） 

第３３条 本契約の各条項の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に定めのない事項

については、甲乙協議の上定めるものとする。 

 

（暴力団等排除に関する特約条項） 

第３４条 暴力団等排除に関する特約については、別紙「八王子市の契約からの暴力団等排

除措置に関する特約」に定めるところによる。 

 

 本契約の締結を証するため、契約書２通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自その

１通を保有する。 

 

 

 

令和  年（    ）年  月  日 

 

                 甲  東京都八王子市元本郷町三丁目 24 番１号 

                    八王子市 

                    八王子市長  初 宿  和 夫 

 

                 乙 


